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日商簿記 ２ 級 （平成 29 年６月 新論点講座）  

課税所得の算定方法 

 

プロローグ「利益」と「所得」の違い 

【会計】          【法人税法】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．法人税の課税標準は 

【法人税法】所得＝益金－損金 

 

【会 計】利益＝収益－費用 

 

所得＝利益＋損金不算入＋益金算入－損金算入－益金不算入 

         税務上の加算     税務上の減算 

 

  法人税額＝所得×税率 

 

 

 

 

               ※1 平成 28年 4月１日開始の事業年度より 23.4％ 

               ※2 平成 29年 3月 31日までは 15％ 

 

＜代表的事例＞ 

○ 損金不算入：法人税など、交際費・寄付金限度超過額、減価償却・貸倒償却超過額 

○ 益金算入 ：売上計上漏れ等など 

○ 損金算入 ：繰越欠損など 

法人の区分 年所得 800 万円以下 年所得 800 万円超 

普通法人 
資本金 1 億円超 23..4 ％ 

資本金 1 億円以下 15% ※2(本則 19％) 23.4 % 

売 上 100,000 

 

仕 入  40,000 

 

交通費  30,000 

 

交際費   20,000 

 

利益     10,000 

 

法人税 

 

当期純利益 

売 上 100,000 

 

仕 入  40,000 

 

交通費   

 

交際費    

 

所得      

 

法人税 

 

当期純利益 
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○ 益金不算入：受取配当金など 

 

＜例題＞ 

 

ＣＭＣ社の税引前当期純利益は 1,000,000円である。下記の条件の時、当期の法人税の確定

仕訳を行いなさい。なお実効税率は 38％である。 

 

（条件） 

法人税の中間納付を行っている。なお前年の確定法人税額は 600,000 円で中間法人税は前

年の確定法人税額の 50％であった。 

 

＜損金不算入額＞減価償却の限度額 500,000円に対して 700,000円実施した 

交際費の損金不算入額が 100,000円ある 

 

＜益金不算入額＞受取配当金が 200,000円 

 

＜損金算入額＞繰越欠損金 100,000円 

 

＜益金算入額＞売上漏れ 200,000円 

 

（解説） 

中間申告納付額 

300,000円 仮払法人税等 300,000／Ｃ300,000 

 

課税所得 

＝1,000,000＋（200,000+100,000+200,000）－（200,000+100,000）＝1,200,000円 

当期確定法人税額 

 1,200,000円×0.38＝456,000円 

 

仕訳 

 法人税、住民税及び事業税 456,000／仮払法人税等 300,000 

                  未払法人税等 156,000 
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＜実際の申告書＞（計算例は簡易計算） 
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